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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、長年培ってきた“ものづくり”への取り組みを強化し、経営のスピードアップと質の向上を図っております。

また、社外取締役が過半数を占める監査等委員会設置会社に移行したことで、取締役会の職務執行に対する監督機能をより一層強化し、さらな
るコーポレート・ガバナンス体制の充実と企業価値の向上を図るとともに、より透明性の高い経営の実現と経営の機動性の向上の両立を目指して
おります。

株主・投資家の皆様へは、迅速かつ正確な情報開示に努めるとともに経営の透明性を高めてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

[原則１－２　株主総会における権利行使]

（補充原則１－２－４　議決権の電子行使の環境づくりと招集通知の英訳）

現在当社の株主における海外投資家の比率は2019年3月末日現在0.3％と低い状況であります。今後、海外投資家の比率が一定程度以上となっ
た時点で、議決権の電子行使を可能とするための環境つくり（議決権電子行使プラットフォーム）や招集通知等の英訳を進めてまいります。

（補充原則１－２－５　機関投資家等による代理議決権行使の希望）

当社は、基準日時点において株主名簿に登録されている議決権を有する株主を、議決権の行使が可能な株主としておりますため、信託銀行等に
代わって自ら議決権の行使等を行うことをあらかじめ希望する場合においては、これを認めておりません。

[原則１－４　政策保有株式]

当社は、政策保有株式について、投資対象会社との「ものづくり関係の協力維持、情報収集」「営業取引関係の維持、拡大」「円滑な金融取引の維
持」等を通じてシナジー効果が認められることを基本としております。事業の遂行及び資金調達の各領域において多様な取引先との信頼・協力関
係を維持・強化することで当社の事業・収益力の成長を図り、企業価値を高めていくために必要であると判断できる株式については、市場変動に
伴い株価が悪化したとしても継続して保有する方針です。

保有の合理性については株価の動向を確認したうえで、保有目的や取引状況、今後の見通し等を総合的に勘案し、その合理性を取締役会にお
いて検証しております。

[原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮]

当社は、アセットオーナーとしての機能を発揮できるまで企業年金の専門性を持った人材を確保できておりませんので、今後の課題といたします。

[原則３－１　情報開示の充実]

（補充原則３－１－２　英語での情報開示）

現在当社の株主における海外投資家の比率は2019年3月末日現在0.3％と低い状況であります。今後、海外投資家の比率が一定程度以上となっ
た時点で、決算説明資料や招集通知等の英訳を進めてまいります。

[原則４－１　取締役の役割・責務(1)]

（補充原則４－１－３　最高経営責任者（CEO）等の後継者計画）

当社は、後継者育成の観点から各部門の部長職以上の出席をもって経営企画会議を開催し経営への参画の機会を設けておりますが、後継者計
画及び後継者育成についての取締役会での議論が十分にされているとはいえないため、引き続き議論をかさねてまいります。

[原則４－３　取締役の役割・責務(3)]

（補充原則４－３－２　ＣＥＯの選任手続き）

ＣＥＯの候補者の資質として、ガバナンス改革の実効性が確保され会社の目的や価値観が、形式的でなく企業に根づき持続的な企業価値の向上
につながり企業文化として定着し事業活動と一致していることを取締役会が十分審議してＣＥＯの選任がされるものと認識しております。現状にお
いて取締役会がそのことに対して審議する体制は十分な状況ではなく、今後の課題として認識しております。

（補充原則４－３－３　ＣＥＯの解任手続き）

当社は、代表取締役社長を解任するための一律の評価基準や解任要件を定めておりません。代表取締役社長が、法令・定款等に違反し当社の
企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な
審議を尽くしたうえで決議することとなります。

[原則４－10　任意の仕組みの活用]

（補充原則４－10－１　独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言）

当社は、経営陣幹部・取締役の指名・報酬など特に重要な事項に関する検討に当たり、事前に監査等委員の意見を聴取したうえで審議を行うこと
としており、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化をはかっており、このことから、現行のしくみで適切に機能していると考えていま
す。

[原則４－11　取締役会の実効性確保のための前提条件]

当社の監査等委員でない取締役は、各分野において専門的知識と豊富な経験を有した者で構成されており、取締役会としての役割・責務を実効
的に果たすための多様性と適正規模を両立した形で構成していると認識しております。また、当社の監査等委員である取締役のうち１名は、公認
会計士として専門的な知識と豊富な経験があり、財務・会計・法務に関する適切な知見を有しております。ただし、現時点におきましては、当社の



業種、規模、会社を取巻く環境等を総合的に勘案して、国際性の面を十分に考慮したといえる取締役会の構成にはなっておりません。今後、取締
役会の実効性評価の結果や経営戦略の観点も鑑み、ジェンダーだけでなく、国際性の面を含む多様な取締役を選任できるよう検討してまいりま
す。

（補充原則４－11－３　取締役会全体の実効性の分析・評価）

当社は、当社「役員選退任等要領」及び「役員報酬要領」に定める評価基準に基づき、監査等委員会の意見醸成に伴う答申を受けた上で、取締
役会全体の実効性について分析・評価を行なっておりますが、その結果の概要の開示については今後検討して参ります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

[原則１－７　関連当事者間の取引]

当社は、関連当事者取引等の実施につきましては、その取引が当社の経営の健全性を損なっていないか、その取引が合理的判断に照らし合わ
せて有効であるか、また取引条件の妥当性が確保されているか等に特に留意して行う方針であります。また、全役員に関連当事者取引の有無に
関する申告を義務付けております。関連当事者との取引を開始する場合には、管理本部が関連当事者の属性、取引条件の妥当性及び当該取引
の合理性（事業上の必要性）等について確認し、適正性を確保したうえで、取締役会の承認決議のもと実施する体制としております。

[原則３－１　情報開示の充実]

（ⅰ）企業理念、企業ビジョン、中期経営計画等を当社ウェブサイトに掲載しております。

（ⅱ）コーポレートガバナンスの基本方針を当社ウェブサイト、コーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書に記載しております。

（ⅲ）監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、基本方針、報酬
の基準、報酬の構成（「固定報酬」「業績連動報酬」「株式報酬型ストックオプション」で構成）を踏まえ、社長が作成した監査等委員でない取締役の
報酬案を、透明性及び客観性を確保するため監査等委員会の意見醸成に伴う答申を受けた上で取締役会の決議により決定しており、監査等委
員である取締役の報酬については監査等委員会が決定し社長に報告しております。

（ⅳ）監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役候補の選任指名を行うに当たっての方針・手続きについては、当社「役員選退任等
要領」に定めており、その選定基準（下記（1）～（3））に基づき監査等委員会の意見醸成に伴う答申を受けた上で、取締役会において承認しており
ます。また、社外取締役の独立性に関しては、東京証券取引所の定める独立性の要件にそって、当社との間に特別な人的関係、資本関係その他
利害関係がないことを確認する事で独立性を有しているものと考えております。なお、監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役の
選任理由については株主総会招集通知に記載しております。また、社外取締役の選任理由については株主総会招集通知及び有価証券報告書に
記載しております。

（1）監査等委員でない取締役候補の選定基準

　・優れた人格・見識を有し経営感覚に優れ、経営の諸課題に精通している。

　・時代の動向、経営環境・市場の変化を的確に把握でき、先見性、洞察力に優れている。

　・当社の企業理念・企業ビジョンに基づき、当社の更なる発展に貢献できる。

　・全社的見地から客観的に分析・判断する能力に優れ、積極的に自らの意見を述べることができる。

　・管理部門の問題を的確に把握し他の役職員と協力して問題を解決する能力・知見がある。

　・法令及び企業倫理の遵守に徹する見識を有する。

　・株主の負託に応え取締役としての職務を適切に遂行できる。

（2）監査等委員である取締役候補の選定基準

　・優れた人格・見識を有し強い使命感をもって経営に対する積極的な監査ができる。

　・時代の動向、経営環境・市場の変化を的確に把握でき、洞察力、観察力に優れている。

　・当社の企業理念・企業ビジョンに基づき、監査等委員でない取締役の職務の執行を監督し、法令または定款違反を未然に防止することができ
る。

　・当社の健全な経営と社会的信用の維持向上に努めることができる。

　・中立的・客観的な視点から監査を行い、経営の健全性確保に貢献できる。

　・株主の負託に応え監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行できる。

（3）社外取締役候補の選定基準

　・優れた人格・見識を有し経営感覚に優れており、会社との間に特別な人間関係、資本関係その他利害関係が無い。

　・出身分野における豊富な経験と深い知識を有し、積極的に意見を述べることができる。

　・東京証券取引所の定める独立性の要件に沿い、経営、法務、財務及び会計、人事労務等の分野で指導的役割を果たし、豊富な知識と見識を
有している。

　・当社が抱える課題の本質を把握し適切に経営陣に対する意見表明を行う能力・知見を有する。

　・株主の負託に応え社外取締役としての職務を適切に遂行できる。

（4）取締役の解任について

　取締役の解任については、当社「役員選退任等要領」に定める解任事項に該当する場合に、取締役会の承認を得て、株主総会の決議により行
うこととしております。

(Ⅴ)監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役の選任理由については株主総会招集通知に記載しており、社外取締役の選任理由に
ついては株主総会招集通知及び有価証券報告書に記載しております。また、取締役の解任理由についての開示についての方針は定めておら
ず、その方針について独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くしたうえで決議することとします。

[原則４－１　取締役会の役割・責務(1)]

（補充原則４－１－１　経営陣に対する委任の範囲）

当社は、取締役会規則、取締役会付議基準、組織規定、経営組織図、業務分掌規定及び職務権限規定等を定めており、意思決定機関及び意思
決定者に対して、決裁、審議、承認等に関する権限を明確に定めております。

[原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質]

当社は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める基準をもとに、同様の基準で取締役会において審議検討し独立社外取締役を２名選定
しております。

[原則４－11　取締役会の実効性確保のための前提条件]

（補充原則４－11－１　取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方）

当社は、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性等に関する考え方については、取締役候補の指名に関する考え方とほぼ
一致しており、その基準については、原則３－１（ⅳ）に記載のとおりであります。今後は必要に応じて社内規定等で定める等の検討を行うと共に、
取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模をより意識した体制を講じ、取締役の選任に関する方針・手続きの開示に
関して検討してまいります。

（補充原則４－11－２　取締役の兼任状況）



当社は、監査等委員である社外取締役を除く取締役が他の上場会社の役員を兼任する場合には、取締役会の承認を要する旨を社内規定にて定
めております。 また、取締役の兼職状況を毎年定時株主総会の事業報告において開示を行っております。

[原則４－14　取締役のトレーニング]

（補充原則４－14－２　取締役に対するトレーニングの方針）

取締役に対するトレーニングの方針については、取締役が自らの役割を十分に果たすべく、随時トレーニングを行うこととしております。これは、業
務上必要な知識の習得等のため、また時代の変化に応じた知識や情報を得ることで、当社の企業価値向上に寄与できることを目的としておりま
す。

[原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針]

当社では、管理本部をIR 担当部署とし、株主からの対話の依頼に対しては、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう合

理的な範囲で対応しております。株主や投資家に対して決算説明会を年３回開催しており、説明会会場にお越しになれない株主・投資家に対し当
社ホームページにその決算説明会資料を掲載しております。また、名古屋証券取引所主催のIRセミナーにも参加し株主・投資家にたいして、当社
に対する理解度向上に努めております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

タカキタ持株会 1,703,900 12.17

タナシン電機株式会社 695,000 4.96

株式会社クボタ 660,000 4.71

株式会社南都銀行 569,000 4.06

株式会社第三銀行 500,000 3.57

タカキタ従業員持株会 424,900 3.03

三井住友信託銀行株式会社 400,000 2.85

ヤンマーアグリ株式会社 380,000 2.71

井関農機株式会社 300,000 2.14

アグリテクノ矢崎株式会社 200,000 1.42

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部、名古屋 第一部

決算期 3 月

業種 機械

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 19 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 8 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

桐越　昌彦 他の会社の出身者 △

沖　恒弘 公認会計士 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

桐越　昌彦 ○ ○

桐越昌彦氏は、タナシン電機株式会社の
取締役であります。当社は1986年12 月に

タナシン電機株式会社と電器音響事業に
関する基本契約書を締結し、電器音響機
器のメカニズムとこれに関連する部品の
国内調達の事業を展開してまいりました
が、2009年３月31 日をもって電器音響事

業に関する基本契約を解消し、電器音響
事業を撤退したため、以後は一切の取引
関係がありません。よって、当社は同氏の
独立性に影響を及ぼすおそれはないもの
と判断しております。

桐越昌彦氏は、タナシン電機株式会社の業務
執行者として豊富な経験や幅広い見識を有し
ており、社外取締役としての職務を適切に遂行
して下さるものと判断したため、選任しておりま
す。また、同氏は経営陣との間で特別な利害関
係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じ
るおそれがないと判断されるため、独立役員と
して指定しております。



沖　恒弘 ○ ○

沖恒弘氏は、有限責任あずさ監査法人の
パートナーでしたが2015年６月に退任し、
以後個人事務所を運営していますが、当
社及び同法人との取引関係は一切ござい
ません。また、当社は有限責任 あずさ監

査法人を会計監査人として選任しており、
取引関係があります。

沖恒弘氏は、公認会計士としての専門的な知
識と豊富な経験を有しており、監査等委員でな
い取締役の業務執行について、より客観的視
点での監査・監督、ならびに当社の経営意思決
定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に
資すると判断したため、選任しております。ま
た、同氏は経営陣との間で特別な利害関係を
有しておらず、一般株主と利益相反の生じるお
それがないと判断されるため、独立役員として
指定しております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 3 1 1 2 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

なし

現在の体制を採用している理由

監査等委員会は、内部監査室と連携して監査を実施すること、また、監査等委員のうち社内取締役１名が常勤することから、現在は監査等委員会
の職務を補助すべき使用人は置いておりません。

なお、当社の「内部統制に関する基本方針」に基づき、監査等委員会は使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとしておりま
す。また、監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、監査等委員の指揮命令下で職務を遂行し、その評価については監査等
委員会の意見を聴取するものとしております。　

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会は、必要の都度情報交換の機会を設けるとともに、内部監査室が行った内部監査の結果報告を受け、監査上の問題点等を共有い
たします。また、監査等委員会は、会計監査人との協議の機会を設けて、情報交換・意見交換を行うとともに監査報告、監査計画等を確認し、法
令改正等への対応を含む監査上の課題等について状況把握を行います。

監査等委員会監査については、常勤の監査等委員である取締役が中心となり取締役会、経営企画会議には全て出席する他、各種委員会、その
他会議にも積極的に参加し、取締役の職務執行について監視しております。また、取締役からの聴取や重要な決裁書類等の閲覧を通じ、取締役
会の意思決定の過程及び取締役の職務執行について厳格な監督、監査を行っております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【独立役員関係】

独立役員の人数 2 名

その他独立役員に関する事項

当社は独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

ストックオプション制度の導入については、2016年６月29日開催の第72回定時株主総会において決議されております。



ストックオプションの付与対象者 社内取締役

該当項目に関する補足説明

当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対して、その報酬と株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスク
までも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めるため、取締役報酬額とは別枠の報
酬として、年額16,500千円以内の範囲で、株式報酬型ストックオプションを付与することとしております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

2018年度の監査等委員であるものを除く取締役５名に対する報酬等は66,055千円、監査等委員である取締役３名に対する報酬は13,320千円（うち
社外取締役２名分3,000千円）で、役員報酬等の総額は79,375千円であります。

なお、上記の役員報酬等の総額には、ストックオプション報酬として割り当てた新株予約権に係る費用計上として、監査等委員であるものを除く取
締役５名に対する13,525千円が含まれております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年６月26日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬
限度額を月額6,700千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）とするものであります。また、別枠で2016年６月29日開催の第72回定時株主総
会において、ストックオプション報酬額として年額16,500千円以内と決議いただいております。

監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年６月26日開催の第71回定時株主総会において、月額3,000千円以内と決議いただいておりま
す。

当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定権限を有するものは、監査等委員でない取締役の報酬等については、取締役会であり、株
主総会で決議された取締役全員の報酬総額の範囲内で、基本方針、報酬の基準、報酬の構成（「固定報酬」「業績連動報酬」「株式報酬型ストック
オプション」）を踏まえ、代表取締役が作成した取締役の報酬案を、透明性及び客観性を確保するため監査等委員会の意見醸成に伴う答申を受け
た上で取締役会の決議により決定しております。監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内でその役割と独
立性の観点から固定報酬のみで構成され、監査等委員会で決定し、代表取締役に報告しております。

役員報酬の構成における支給割合の決定方針は、「短期及び中期の企業業績との連動性を重視し、持続的な企業価値向上を動機づける報酬体
系とする」であります。業績連動報酬に係る指標は、全社事業計画に対する売上・営業利益・当期純利益の達成度及びそれらの前事業年度から
の増減であります。当該指標を選択した理由は、これらの指標を基準として報酬額を算定することが、当社の役員に対して持続的な企業価値の向
上を動機づけるものとして機能すると考えられるためであります。業績連動報酬の額の決定方法は、これらの指標に合わせて、会社方針に対する
理解度や経営戦略・目標策定・管理能力、各担当業務における人材育成、モニタリング、対応力等の担当業務達成度を基準として、代表取締役
が総合的に評価し、一定の範囲内において加減し算定しております。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役に対する各種情報の伝達は、管理本部で行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は、会社の機関として会社法に規定する取締役会および監査等委員会を設置して、取締役会の職務執行に対する監督機能の強化とコーポ
レート・ガバナンス体制の充実ならびに企業価値の向上を図るとともに、より透明性の高い経営の実現と経営の機動性の向上の両立を目指し、監
査等委員以外の取締役５名、監査等委員である取締役３名を選任しております。

また、次の各機関が相互に連携することで、経営に対する監査・監督が十分に機能すると考え、現体制を採用しております。

（取締役会）

取締役会は、定例で毎月１回開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を随時開催し、経営方針等に関する意思決定及び経営に関する重要事項
の審議・決定を行うとともに、取締役の職務執行の状況を逐次監督しております。

（監査等委員会）

監査等委員会は、当社の監査等委員である取締役３名（常勤１名、非常勤２名）で構成され、うち２名が社外取締役であり、公正、客観的な監査を
行うことを目的に原則毎月１回開催しております。また、取締役会に出席し、監査等委員以外の取締役の職務執行を監査するとともに、内部監査
室及び会計監査人と相互連携を図り、監査の実効性の充実を図っております。

（経営企画会議）

経営企画会議は、原則として毎月１回開催しており、経営方針に基づいた業務執行の企画、立案を行い、事業計画に対する各部の進捗や具体的
施策の進捗状況等を管理し、問題点についての議論の末進むべき方向性を決定しております。

（内部監査及び監査等委員会監査）

内部監査については、社長直轄の内部監査室（１名）が各事業部門の業務監査ならびに内部統制システムの整備状況を監査しており、内部統制
システムの充実を図っております。

監査等委員会監査については、監査等委員である常勤の取締役が中心となり取締役会、経営企画会議には全て出席する他、各種委員会、その
他会議にも積極的に参加し、取締役の職務執行について監視しております。また、取締役からの聴取や重要な決裁書類等の閲覧を通じ、取締役
会の意思決定の過程及び取締役の業務執行について厳格な監督、監査を行っております。



さらに、監査等委員は内部監査室及び会計監査人との間でそれぞれ必要の都度情報交換を行い相互連携に努めております。

（会計監査）

当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、会社法に基づく計算書類等監査、金融商品取引法に基づく財務諸表監査及び内

部統制監査を受けております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は中村哲也氏と大橋敦司氏であります。また、当社の会計監査業務
に係る補助者は公認会計士５名、その他５名であります。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、従来から、業務執行の健全性及び透明性の向上を目的として、コーポレートガバナンス体制の充実を図ってまいりましたが、取締役会の
職務執行に対する監督機能をより一層強化するとともに、監督と業務執行を分離し迅速な意思決定を行うため、会社法の一部を改正する法律（平
成26年法律第90号）が、2015年５月１日に施行されたことに伴い、2015年６月に社外取締役が過半数を占める「監査等委員会」を有する監査等委
員会設置会社に移行いたしました。

当社の社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。

当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員３名のうち２名を社外取締役
とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考
えており、社外取締役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に保たれると判断しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
2019年６月20日開催の第75回定時株主総会招集通知につきましては、法定期日より５日
前に発送しております。

集中日を回避した株主総会の設定 第75回定時株主総会は、2019年６月20日（木）に開催いたしました。

その他
招集通知を当社ホームページに掲載しております。

招集通知のホームページ掲載は、発送日の３日前に行っております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

個人投資家向けに定期的説明会を開催
年１回、個人投資家向けに会社説明会を開催しております。説明は社長自ら
行うこととしております。また、名古屋証券取引所主催のＩＲセミナーにも参加
し、株主・投資家に対して当社に対する理解度向上に努めております。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

年２回、アナリスト・機関投資家向けに決算説明会を開催しております。説明は
社長自ら行うこととしております。決算説明会で使用したプレゼンテーション資
料は、当社ホームページに掲載しております。

あり

IR資料のホームページ掲載
当社ホームページにおいて決算短信、有価証券報告書、決算説明会資料、株
主総会招集通知、その他適時開示資料を掲載しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

実施していません。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、取締役会において「内部統制に関する基本方針」を決議しており、会社法及び会社法施行規則に基づいて、以下のとおり当会社の業務
の適正を確保するための体制を整備しております。

（１）取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

　1．「コンプライアンス憲章」、「コンプライアンス規定」をコンプライアンス体制の基本とし、コンプライアンス委員会を設け、教育・研修等を通じて全
員に周知、徹底を図っております。

　2．コンプライアンスに係る通報体制として、「内部通報に関する規定」に基づき運用しております。

　3．コンプライアンス状況について、「内部監査規定」に基づき、内部監査室が監査するものとし、監査結果を社長および監査等委員会に報告し

ております。

　4．取締役および使用人は、重大な法令違反等を発見したときは、遅滞なく内部監査室または監査等委員会に報告することとしております。

（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　取締役会議事録や稟議書等の取締役の職務の執行に係る情報については、「取締役会規則」および「文書管理規定」に基づきその保存媒体に
応じて適切かつ確実に保存管理しております。

（３）損失の危険の管理に関する規定その他の体制

　管理本部がリスクの総合管理を行い、「リスク管理規定」「与信管理規定」に基づき、リスクの洗い出し・評価を実施し、報告および対策を適切に
講じることとしております。

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　「取締役会規則」「業務分掌規定」「職務権限規定」に基づき、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するとともに、重要事項につ
いては、「常務会規則」に基づき常務会において多面的な検討をしております。

（５）当社および関係会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

　1．当社は、子会社および関連会社（以下「関係会社」という）に対する管理の適正化を図り、関係会社の指導・育成を促進し、企業集団として事
業目的の遂行とグループ内で成長することを目的として、「関係会社管理規定」を制定しております。

　2．当社と関係会社との間における不正な取引や会計処理を防止するため、当社において指導および内部統制に関する対応支援を行っておりま
す。

　3．当社が関係会社に対し行う管理、指導、育成の基本事項は、「関係会社管理規定」に基づき当社管理本部が関係会社の経営内容を的確に
把握するための財務状況その他の重要な情報について定期的な報告を求めております。また、関係会社の取締役等が効率的な業務遂行および
コンプライアンス体制の構築ができるよう、必要に応じて指導・助言を行っております。

(６) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項、当該取締役および使用人の他の取締役（監査等委員であるものを除

く。）からの独立性に関する事項ならびに監査等委員会の当該取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　1．監査等委員会は、監査等に従事する使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとしております。

　2．監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、監査等委員の指揮命令下で職務を遂行し、その評価については監査等委員会
の意見を聴取し、取締役（監査等委員であるものを除く。）からの独立性を確保しております。

(７) 取締役（監査等委員であるものを除く。）および使用人が監査等委員会に報告するための体制

　1．取締役（監査等委員であるものを除く。）は、取締役会等の重要な会議において随時その担当する職務の執行状況を報告しております。

　2．取締役（監査等委員であるものを除く。）および使用人は、「監査等委員会規則」の定めるところに従い、監査等委員会の要請に応じて必要な
報告および情報提供を行っております。

(８) 監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

　取締役（監査等委員であるものを除く。）および使用人は、監査等委員会に直接報告を行うことができるものとし、社内規定等において当該報告
を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないことを社内規定等において確保しております。

(９) 監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該

職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　1．監査等委員がその職務の執行について、会社法第399条の２第４項に基づく費用の前払等の請求をした場合（監査等委員会の職務の執行に
関するものに限る。）、当該費用または債務を処理することとしております。

　2．監査等委員会が、独自に外部専門家を監査等委員の職務の執行のために利用することを求めた場合、その費用を負担することとしておりま
す。

　3．代表取締役および取締役（監査等委員であるものを除く。）は、監査等委員会と定期的に会合をもち、会社の対処すべき課題や監査上の重要
課題等について積極的に意見交換をしております。

(10）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその体制

　「反社会的勢力対策規定」および「反社会的勢力対応マニュアル」に基づいて、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体
とは一切関係を遮断し、反社会的勢力排除に向けて、警察や企業防衛対策協議会等の専門機関と連携し情報収集をしております。

参考資料「模式図」：巻末「添付資料」をご覧ください。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

（基本方針）

当社は、社会的秩序や企業の健全な活動を阻害するあらゆる反社会的勢力には毅然とした態度で臨み、一切関係を持たないこととしております。

（整備状況）

上記の基本方針は、当社「コンプライアンス規定」に明記し、社内の周知を図るとともに、当社「コンプライアンスハンドブック」に反社会的勢力への
対応について掲載し、全社員へ配布することにより徹底を図っております。



また、管理本部を対応部署として、平素から所轄の警察署や三重県企業防衛対策協議会等の外部専門機関と連携、情報収集を行を行うととも
に、「反社会的勢力対策規定」ならびに「反社会的勢力対応マニュアル」に基づき、継続して社員の教育・啓発等を通じて反社会的勢力に対する体
制の整備、強化を図ってまいります。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社の会社情報の適時開示に係る体制の状況は、以下のとおりです。

当社は、投資者に対し、投資価値を的確に判断するために必要な会社情報を適時適切に開示することに努め、以下のとおり適時開示すべき情報
を取り扱います。

１．適時開示担当組織の状況

（１）情報取扱責任者　　　取締役専務執行役員管理本部長　沖　篤義

（２）情報開示担当部門名　管理本部

２．社内体制と開示の流れ

（１）「決定事実」に関する事項

情報取扱責任者のもと、情報開示担当部門が取締役会において決議を要する各議案について、開示の必要性を事前に検討し、開示が必要な場
合は、代表取締役社長に報告の後、取締役会の承認を得て速やかに開示手続きを行う。

（２）「発生事実」に関する事項

情報取扱責任者は、取締役会および経営企画会議に出席し、開示事項に該当する可能性がある事実の早期把握に努める。

当該事実が発生した場合は、発生部門長より速やかに情報取扱責任者に報告がなされ、直ちに情報開示担当部門が開示の必要性を検討する。
開示が必要な場合は、情報取扱責任者が代表取締役社長の承認を得て遅滞なく開示の手続きを行う。

（３）「決算」に関する事項

情報取扱責任者のもと、情報開示担当部門が決算開示資料を作成し、代表取締役社長に報告した後、取締役会の承認を得て速やかに開示手続
きを行う。




